
Ⅳ　再商品化義務量の算定の仕組み

1 再商品化義務量の算定の考え方

特定事業者が再商品化しなければならない義務量（再商品化義務量）は、業種や容器包装の区

分ごとにその使用量・製造量により、それぞれ算定します。

具体的には、以下の手順で算出されます。

　　　　　　

 （特定容器比率によりあん分）

　業種別比率

　によりあん分

事業者の排出見込量
○○○業 酒類製造業 □□□業 ×Ｂ

総排出見込量

　業種別特定容器

　利用事業者比率

　によりあん分

事業者の業種別排出見込量
×Ａ

業種別総排出見込量

 市町村ごとの
 分別収集見込量

都道府県ごとの分別収集見込量 都道府県ごとの分別収集見込量

全 国 の 分 別 収 集 見 込 量

 市町村ごとの
 分別収集見込量

 市町村ごとの
 分別収集見込量

 市町村ごとの
 分別収集見込量

個々の特定包装利用事
業者の再商品化義務量

特定事業者責任比率

再 商 品 化 義 務 総 量

「『再商品化計画』×『特定事業者責任比率』」と比較（どちらか少ない方）

個々の特定容器利用事
業者の再商品化義務量

 個々の特定容器製造等事
 業者の再商品化義務量

特定包装利用事業者が再商品化
すべき量（Ｂ）

特定容器利用事業者・特定容器製造等
事業者が再商品化すべき量

　業種ごとの特定容器製造等
　事業者の再商品化義務量

　業種ごとの特定容器利用
　事業者の義務量（Ａ）

特定事業者が再商品化すべき量 前年度繰越分適用除外の分
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